
改正の
操歎日冒晶墨亀昌

東京都最低賃金(地域別最低賃金)は、次の全額に改正されました。

(発効日 平 成19年 10月 19日 )

0東 京都内の事業所の使用者は こ の最低賃金以上の賃金を、労働者 〈臨時 パ ー ト

タイマー ア ルバイトを含むすべての労働者)に 支払わなければなりません。

●現在、東京都内の最低賃金は 「時間額」のみとなつており、月給制、日給制 時 間給
制等すべての給与形態に「時間額Jが適用されております。

¬篭斬勢肇施詫み抗
O鉄 鋼業
0-般 産業用機械 豪置 真空4i置 真空機器製造業
0電 気機械器具 情 報通信機械器具 精 密機械

器具製造業
0自 動車 同附属品製造業 ns舶製造 修理業

舶用機関製造業 航空機 同 lt属品製造業
0出 版業
0各 種商品小売業

0精 営勤手当 通勤手当及び家族手当

0臨 時に支なわれる賃金

01か月を超える期lelごとに支払われる賃金
(賞与等)

0所 定時間外労働 所定休日労働及び深種
労働に対して支払われる賃金 (残業手当等)
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守るう :確かめよう :この最ほ賃金

詳しくは 東 京労働局労働基準部賃金漂 03(3512)1614
又は 最寄りの労働基準監督暑までお問い合わせ下さい。

米 東京労働局ホームページ www rouaOu(v。にug。打o



口 平成19年 度 全国地域月u最低資金一覧 ロ

輛
々 ″

都道府唄る rt□臨(円〉 功 力 肇 笙 E I

北 IE道 654 平成19年10月19日

青  春 619 平成19年10月31日

岩  手 6 1 9 平成19年10月28日

宮  城 039 平成19年10月20日

秋  田 018 平成19年10月20日

山  形 120 平成19年10月25日

lE 島 029 平成19年10月19日

茨  城 665 平成 9年10月抑自

栃  木 671 平成19年10月20日

群  馬 664 平成19年10月19日

埼  玉 702 平成19年10月20日

千  葉 706 平成19年10月19日

東 一承 739 平成 19年10月19日

悼 奈 川 730 平成19年10月19日

新  塙 657 平成19年10月19日

富  山 000 平成19年10月20日

石   Ⅲ 662 平成19年10月コ日

福  井 659 平成19年10月19日

山  梨 665 平成19年10月28日

長  野 669 平成19年10月21日

岐 阜 635 平咸19■10月19日

辞  同 697 平成19年10月25日

愛  知 714 平成19年10月25日

三  垂 689 半成19年10月27日

廠  受 677 平成19年10月25日

京  都 700 早成19年10月25日

大  阪 731 平成19年10月20日

兵  庫 607 平蔵19年10月31日
基
T 良 66ア 平成19年10月25日

和 歌 山 662 平成19年10月20日

鳥  取 621 平成19年10月21日

島  根 021 平成19年10月19日

同  山 659 平成19年10月26日

広 島 660 平成19年10月20日

山  日 057 平成19年10月26日

待 島 625 平成19年 0月21日

言  川 140 平成19年10月21日

受  媛 623 平成19年10月25日

一内 知 122 平成,9年10月26日

福  同 SS3 平成19年10月28日

に  資
ハ
， 平成19年10月20日

長  崎
ｎ
ゃ 平成19年10月21日

様 本 620 平成19年10月25日

大  分 620 平成19年10月20日

宮  崎 019 平成19年10月27日

鹿 児 畠 019 平成19年10月26日

1  縄 618 平成19年10月28日

間
現在 東 京の最低貢全は日額の定めが

なくなり時間額のみで定められています力(

日恰制や月給制で賃全わt支払われている

場合は 最 低賃金韻以上の賃金が支払わ

れているかどうかの確認けどのように

行うのでしょう力、

時間治以外 よ貞奎寧をいPe5当たりの

全額に換章して比較します。

日によって定められた賃全 (日治制)

については そ の全額を 1日の所定労働

時間数 (日によって所定労働時間Flが

黒なる場合には 1週 間における 1日

平均所定労働時間数)で 除した全額と

最低賃奎標を比較します。

,サえば 同 じ日伯5600円 でも 1日

平均所定売倒時間数が7時間と8時間では

次のように結果が星なることになります。

O 日給5600円■7時間=800円

最低賃金(739円)を上回つている。

日給5600円■8時間=700円

最低賃金を下回り政蓄が必要。

②

また 月 によって定められた賃金 (月

拾制)に ついてま そ の金額を月におけ

る所定労働時間数 (月によって所定労働

時間数が異なる場合には 1年 PESにあけ

る1月平均所定労働時間数)で 除した全

額と最低賃金額を比較します。

すなわち 次 のような方法で時間当た

りの金額に換算して下さい。

月裕額

年FE5総所定労働時間数■12か月

「労働者を一人でも雇つている会社はすぐに労働保険(労災 雇 用)こ加入を。J


